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先の二度にわたる世界大戦の反省から、恒久平和

を願って、昭和２３(1948)年に国際連合で「世界人

権宣言」が採択されました。その後、「世界人権宣言」

の精神を具体化するための国際的な人権保障の確立

に向けた取り組みが進められてきました。また、平

成６(1994)年には「人権教育のための国連１０年行

動計画」が示され、人権を知識として理解するだけ

ではなく、人権文化を実現するための具体的な取り

組みが求められました。このように、世界の平和と

繁栄を図るには、人権の伸長がより一層重要である

との認識が今日の国際社会における大きな潮流とな

っています。 

わが国においては、経済社会のグローバル化によ

り国境を越えて人的な交流が進むとともに、急速な

少子高齢化、高度情報化が進み、ものの豊かさから

心の豊かさへと国民の生活意識が変化してきました。

また人々の地域づくりへの関心が高まる中で、個性

ある活力に満ちた地域社会の実現が求められるとと

もに、個人の価値観やライフスタイルの多様化に伴

い、だれもが社会の構成員としての責任を自覚し、

互いに助け合い、他者の人権をも尊重する公平・公

正な共生社会の実現が必要不可欠となってきていま

す。 

本市では「第三次藤井寺市総合計画」において、

市民と行政が連携し、人権擁護のための施策を積極

的に進めることを基本方針としており、「人権を守る

都市宣言」や「人権を守るまちづくり条例」を制定

して、差別のない明るいまちづくりの実現に努力し

てきました。また、「人権教育のための国連１０年藤

井寺市行動計画」を策定し、人権文化の創造を目標

に取り組んでいます。 

しかし、同和問題をはじめとして、在日外国人、

障害者、子ども、高齢者、女性の人権に関わる問題、

さらにプライバシーの問題などさまざまな課題も残

されており、本市の特性に留意しながら人権が尊重

される社会の実現を目指していかなければなりませ

ん。 

今日、市民のニーズが高度化・多様化し、行政が

果たすべき役割も増加していく中、これからの人権

行政は市民ニーズを基礎としつつ、総合行政として

展開していくことが求められています。本市でもこ

のような状況を積極的に受け止め、人権行政の基本

理念と具体的な施策のあり方を明らかにした上で、

人権尊重を基礎とした施策の企画・運営システムな

どを確立し、「藤井寺市人権を守るまちづくり条例」

の目的である心豊かで、ひとりひとりが大切にされ

るまちの実現を目指していきます。 

Ⅰ はじめに 
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１．藤井寺市が目指すまちづくりの基本理念 
 

（１）人権についての考え方 

 「人権」とは、誰もが一人の人間として認めら

れ、自分らしく生きる権利であって、それはすべ

ての人が生まれながらに享有する権利であり、永

久に侵されてはならないものです。日本国憲法で

はこれを「基本的人権」として、個人の尊重、生

命、自由及び幸福の追求に対する権利、法の下の

平等など、さまざまな自由権や社会権を定めてい

ます。 

 人権は、これまで国家との関係で整理され、自

由権、社会権、請求権などと説明され、ややもす

ると抽象的で分かりにくいものになっていました。

しかし、もともと人権は、人間が一生をかけて自

己を形成していくのに必要な基本的条件であり、

自分の個性と能力を最大限に生かして社会参加し、

より豊かな生き方をするためのものであります。

すべての人々が健康で文化的な最低限の生活を営

むことができるとともに、誰もが個性を持ったか

けがえのない存在として生き、あらゆる社会参画

の権利を有することなどが、人権の内容としてと

らえることが重要です。 

 また、人権は日本国憲法でも謳われているとお

り、不断の努力によって保持されるべきものであ

って、現代社会の様々な問題や人権侵害をなくし

ていく取り組みこそが、私たちのまちづくりにと

って最も重要なものであります。その際、これま

で社会的に抑圧されてきた人々の存在を意識する

とともに、新たな人権問題への視点も必要です。 

 

（２）人権を守るまちづくりの理念 

 「人権教育のための国連１０年」では、世界中

を人権文化で満たすことを目的としています。そ

れは、これまで私たちが日常生活の中で当り前と

してきたすべての事柄に対して、人権という物差

しで判断を加えていき、人権を文化として創造し、

世界中に浸透させていこうということです。 

 人権は決して他人事ではなく、自らの生き方に

かかわる重大な問題です。自分らしさを発揮でき

る生き方や、自分の良さを積極的に表現し、自分

の可能性にチャレンジする生き方。あるいは、他

人や社会との肯定的な関わりが自らを豊かにする。

そんな生き方をするために人権はあります。 

 本市が目指すまちづくりは、ひとりひとりが大

切にされるまち「ふじいでら」の実現です。誰も

が喜びや生きがいを実感しながら生きていける。

生活のあらゆる場面で自分を大切に思うように他

者を大切にする。世界の広がりや人々の多様な生

き方の中から、それぞれが日常的に学びあえる出

会いをつくっていく。そんな温かい心にあふれた

Ⅱ 人権行政基本方針 
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まちづくりが、本市の目指すまちづくりの基本的

なイメージです。 

 

（３）人権行政の基本目標 

人権行政とはある特定の分野の行政運営を指す

ものではありません。市政における日常業務や全

ての施策を人権の視点で見直し、行政運営そのも

のを人権尊重の立場から推進していこうというも

のです。本市が目指すまちづくりを具体的に実現

していくためには、以下のことを基本目標として

施策を実施していきます。 

 

①人権の尊重と擁護 

「日本国憲法」の基本理念のうち、基本的人権

の尊重は地方自治体にとって最も住民に直結した

課題であります。そのことから、施策の実施にお

いては、まず何よりも基本的人権を尊重するとと

もに、人間の尊厳が侵されることのないよう市民

の権利を擁護し、人権侵害からの救済についても

積極的に施策展開を行っていきます。 

 

②平等な機会の保障 

本市が行う行政サービスは、全ての人に対して

平等な機会が保障されなければなりません。教育

や就職、福祉などのあらゆる生活にかかわる分野

において平等な機会を保障するとともに、必要に

応じてそれぞれの置かれている状況や状態に考慮

した措置をとりながら施策を行っていきます。 

 

③自己決定権の尊重 

全ての人が自己実現を目指し、自分の人生を自

ら決定して生きていくためには、それぞれの人の

選んだ生き方そのものが尊重されなければなりま

せん。画一的な価値観を押し付けることなく、多

様な生き方を受け入れ、お互いを認め合うことを

前提とした施策展開を図っていきます。 

 

④市民との協働 

ひとりひとりの人権が守られるまちづくりを実

現していくためには、行政はもとより、市民ひと

りひとりが互いに人権を尊重し、人権尊重の精神

を当たり前のこととして身につけていくことが重

要です。家庭、地域、学校、職場などあらゆる生

活の場において、主体的な市民の努力と連携しな

がらまちづくりに努めていきます。 

Ⅱ 人権行政基本方針 
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２．現状と取り組み 
 

（１）取り組みの経過 

 本市では、人権に関わるあらゆる問題の解決を

市政の重要な柱と位置づけ、さまざまな施策を行

ってきました。市民啓発では、昭和５５(1980)年

に結成された藤井寺市人権啓発推進協議会などと

連携して、地域に密着した人権啓発活動を行い、

同和問題や在日外国人、障害者、子ども、高齢者、

女性等に関する人権問題を解決し、すべての人々

の人権が尊重される社会を形成するための取り組

みを進めてきました。学校教育や就学前教育では、

すべての学校園や保育所において、子どもたちひ

とりひとりが、あらゆる差別を許さない人権感覚

を育むよう取り組んでいます。また、生涯学習に

おいても、公民館活動などの事業の中に人権に関

する学習を取り入れており、人権尊重を念頭に置

いたさまざまな事業を展開しています。 

 平成９(1997)年の「人権を守る都市宣言」は、

ひとりひとりが大切にされるまちを育てたいとい

う願いで制定し、平成１２(2000)年には「人権教

育のための国連１０年藤井寺市行動計画」を策定

し、人権教育・啓発について庁内の推進本部を中

心に、総合的・計画的な取り組みを進めてきまし

た。さらに、平成１３(2001)年には「藤井寺市人

権を守るまちづくり条例」を制定し、同和問題を

はじめとするさまざまな人権課題について、市民

ひとりひとりが自らの問題として取り組み、誰も

が喜び、生きがいを実感して生きていける人権文

化のまちづくりの推進に努めてきました。 

こうした中で、人権侵害からの救済については、

従来から行っている人権擁護委員の相談事業に加

え、平成１４(2002)年から人権ケースワーク事業

「人権悩みの相談室」を開設し、人権侵害を受け

た市民が自らの主体的な判断で課題を解決するこ

とができるように、事案に応じた適切な助言や情

報提供などによる支援を行っています。 

 

（２）「人権教育のための国連１０年」の取り組み 

①生活のあらゆる場面における人権教育の推進 

就学前・学校教育においては、市内保育所や幼

稚園などで人間形成の基礎を育てていく就学前教

育の充実のために人権尊重の雰囲気にあふれた学

校・園づくりを目指してきました。そのための工

夫をこらした指導方法の開発や、子どもの発達段

階に応じた段階的な教材の整備にも努めてきまし

た。また、フォローの必要な幼児とその保護者が

他の子どもや親と交流できる集団の遊びの場を提

供するとともに、発達や育児についての相談に応

じるカンガルー教室を実施してきました。 

 生涯学習においては、青少年団体指導者講習会、
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はぐくみ学級、かがやき学級、いきがい学級、藤

井寺市民大学講座において人権学習を深めるため

の講座を実施したり、人権に関する情報を提供し

てきました。ＰＴＡや青少年健全育成活動団体な

どの社会教育関係団体においても人権に関する学

習活動や事業の積極的な展開を促進してきました。 

事業所においては、就職差別をなくすための取

り組みと人権が尊重される職場づくりを進めるた

め、藤井寺市企業人権協議会の活動に対して支援

するほか、啓発資料や研修会等の情報提供を行っ

てきました。 

地域や家庭においては、藤井寺市人権啓発推進

協議会の推進委員（会員）がリーダー的役割を担

い、地域に根ざした活動を展開していくための活

動の支援を行ってきました。また女性問題に関し

ては、連続講座「来たら得する女性講座」を実施

するとともに、修了生により組織された自主研究

グループ「みらい」の活動に対して支援を行って

きました。子育て支援に関しては、子ども家庭支

援センター、保健センター、学校園・保育所、民

生児童委員等と連携した藤井寺市地域子ども連絡

会議を設置し、情報の共有化に努めるとともに、

保育所においては、育児の悩みを気軽に相談でき

る「子育てほっとダイヤル」を実施してきました。 

 

 

②職員に対する人権教育の推進 

自治体職員として人権意識の高揚を図るため、

毎年全職員を対象に人権研修を実施しており、特

に教職員・保育所職員に対しては新任・転任者を

対象に人権教育ワークショップや人権教育講演な

どをとおして、子どもの人権を尊ぶ教育・保育の

知識を学び、教職員・保育者としての人権感覚を

高めてきました。また各職場におけるリーダーの

育成と活用のため、部落解放・人権大学講座へ毎

年職員１名を派遣し、修了者が新規採用職員人権

研修の講師を務めるなど人材の活用を行ってきま

した。 

 

③効果的な啓発・情報の提供 

従来一方的になりがちであった啓発を、参画型

の啓発活動へと高めていくため、参加型人権学習

会をＰＴＡ等の団体を対象に実施してきました。

また啓発資料については、広報紙における啓発記

事や各種啓発リーフレットの作成にあたり、表現

や内容を工夫し、自らの問題として人権を受け止

めることができるよう、その効果的な方法につい

て検討を行ってきました。 

また、生涯学習施設アイセルシュラホールに人

権啓発パンフレットなどを配置し、市民の意識向

上に努めてきました。 

 

Ⅱ 人権行政基本方針 
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④人材の育成と活用 

身近な地域社会や職場の中で人権に関して指

導・助言のできるリーダーの役割が重要なため、

企業人権協議会において、同和・人権問題啓発講

座、人権・同和問題企業啓発講座などの人材養成

講座への参加を進めるとともに、地域住民を対象

に参加型人権学習会を実施し、知識だけでなく自

らが人権について考え、行動を身につける草の根

人権啓発に取り組んできました。 

 

⑤推進体制の整備 

庁内組織としては、これまでの「国連人権教育

のための国連１０年」推進本部をさらに発展させ､

あらゆる人権に関する施策を総合的かつ効果的に

推進するため人権行政推進本部を設置しました。

また大阪府の人権相談ネットワーク協議会に参画

し、人権の相談や教育・啓発に関する情報を共有

するネットワークの構築を進めています。 
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１．主要課題 
 

（１）同和問題 

本市では、同和地区とその住民に対する差別意

識を解消するため、家庭、地域、学校園、保育所、

職場で同和教育と啓発活動を行っています。特に、

学校においては人権尊重の精神を育て、同和問題

の正しい認識を身につけるための同和教育を実践

しています。 

しかし、大阪府が平成１２(2000)年に実施した

「同和問題の解決に向けた実態調査」の結果から、

進学率、中退問題など教育の課題、失業率の高さ、

不安定就労など労働の課題などが残されているこ

とが明らかになっています。さらに「府民意識調

査」の結果からは、同和問題に対する差別意識の

解消はいまだに十分進んでおらず、同和地区や同

和地区住民を避けようとする意識が今日もなお続

いています。差別意識を軽減するためには、客観

的な差別の状況を伝えるとともに、差別を取り巻

く社会状況を伝えることが重要であり、なお一層

の同和問題について学習する機会が必要です。ま

た、人権侵害に対する相談・救済などの取り組み

を進める仕組みも重要です。 

 

 

（２）在日外国人をめぐる問題 

本市では様々な分野での国際化を図るため、国

際交流事業を行うほか、在日外国人に関する市民

啓発や人権教育に取り組んできました。 

また、外国人の公務員への採用機会を拡大する

ため、本市職員の採用にあたっては、採用資格か

ら国籍条項を廃止するほか、地方参政権の問題に

ついても平成１０(1998)年の市議会で「定住外国

人に対する地方選挙への参政権に関する議会決議

を求める請願」を採択するなど、地域社会が真に

国際的に開かれたものとしていくための取り組み

を行っています。 

しかしながら、在日韓国・朝鮮人をはじめとす

る外国人に対する偏見や差別意識は、いまだに根

強く残っています。さらには、近年増えつつある

新たな外国籍住民の雇用の問題、医療・労災時の

補償の問題、年金問題、住居の問題、子どもの教

育の問題など、基本的人権が保障されないという

事態も発生しています。国籍・民族等の違いを理

由とした民間企業への採用拒否や賃貸住宅への入

居拒否の事例も見られるなど、現在もなお外国人

に対する差別の問題が存在します。 

こうした状況の中、同じ地域社会を構成する住

民として共に生きるためには、互いの文化や慣習、

アイデンティティなどの違いを認め合う人権教育

や国際理解教育を積極的に進めていく必要があり

Ⅲ 人権行政推進プラン 
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ます。このように多様な課題の解決に向けた取り

組みを進めていくことにより、さまざまな文化、

慣習、価値観の違いを認めあい、国籍や民族的・

文化的背景に関係なく、ともに豊かで活力ある地

域を支えあう地域社会づくりが必要です。 

 

（３）障害者をめぐる問題 

昭和５６(1981)年の国際障害者年を契機に障害

者福祉の基本理念である「ノーマライゼーション」

の考え方が定着し、社会全体の意識も、障害者と

地域の中でともに生活することは自然のことであ

り、制度や建物等の生活環境なども障害者に配慮

したものにするという考え方に変わってきていま

す。 

これまで本市では、障害者の社会参加を促し、

就労の場を広げるために障害者の授産施設を整備

するとともに、障害者に対する理解と認識を深め

るための啓発活動を実施してきました。 

しかしながら、障害者をめぐっては、障害及び

障害者に対する理解と認識の不足から、物理的な

バリアのみならず、情報や制度・心の面などにお

いてもバリアが存在し、障害者が一人の人間とし

て当たり前に生きていくことを制約する状況にあ

ります。また、障害者の自立を図る福祉施設の設

置に際して、地域住民との摩擦が生じたり、障害

者への入居拒否や就職に際しての差別などの問題

が生じています。さらには、施設、病院、相談窓

口でも障害者が子ども扱いにされ、当人の意見を

十分に聞いてもらえないなどの対応が見られるほ

か、教育現場において障害に対する無理解や偏見

が問題になる実態もあります。 

今後は、総合的な障害者施策の展開を図るため

平成１２(2000)年に策定した、「藤井寺市障害者基

本計画」を指針として、障害の程度とライフステ

ージに応じた適切な支援を行うことのできる福祉

のまちづくりをさらに進めていく必要があります。

また、ひとりひとりが社会にとってかけがえのな

い存在であるということを基本に据えた、人権教

育・啓発も積極的に進めていかなければなりませ

ん。 

 

（４）子どもをめぐる問題 

国においては、平成６(1994)年に「児童の権利

に関する条約（子どもの権利条約）」が批准され、

意見表明権の保障とともに子どもの最善の利益を

優先させるという条約の精神に沿って、児童福祉

法の改正のほか、さまざまな施策の充実が図られ

ました。また、平成１２(2000)年には「児童虐待

防止法」が施行され被虐待児童の早期救済を目指

しています。 

本市では平成１３(2001)年に「藤井寺市児童育

成計画」を策定し、子育てに関する多様なニーズ
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を受け止め、安心して子どもを産み、育てる環境

づくりなど、時代にあった子育て支援を行ってい

ます。 

しかしながら、ことばや暴力によるいじめ、家

庭における児童虐待、学校・施設におけるいじめ・

体罰・セクシャルハラスメントなど、子どもの人

権が侵害される事例は跡を絶たない状況にありま

す。とりわけ、子どもの身体や心に計り知れない

ダメージを与えることになる児童虐待は、子ども

を守るべき親によって、家庭の密室の中で引き起

こされており、場合によっては、尊い命をも奪っ

てしまうといった極めて深刻な状況にあります。 

 これらの問題は、子どもを権利の主体としてと

らえることが弱いために引き起こされていること

から、子どもの権利に関する条約を広く市民に周

知し、子どもの声をもっと聞く必要があり、地域

の中で人権を守りながら子育てが行われるように

援助し、子育てを支えることが重要です。 

 

（５）高齢者をめぐる問題 

わが国では「新ゴールドプラン」を策定し、高

齢者の在宅ケアに重点を置いた福祉施策の指針を

提示していますが、本市においても、平成６(1994)

年に「藤井寺市老人保健福祉計画」（現、藤井寺市

高齢者保健福祉計画）、平成１２(2000)年に「介護

保険事業計画」を策定し、高齢者のニーズに応じ

た保健・福祉サービスの拡充に努めています。 

しかし、著しい高齢化の進展や世帯構成の変化

に伴い、家庭での介護力は低下し、本人や家族の

精神的・身体的・経済的負担はますます大きくな

り、高齢者に対する虐待、財産や金銭の搾取、施

設における身体的拘束やプライバシーの侵害など、

深刻な人権侵害も生じてきています。 

今後は、市内の老人福祉拠点の機能強化を進め

るとともに、在宅福祉に重点を置いたマンパワー

（人的資源）の育成とサービス水準の確保が必要

です。また、高齢者の知恵や経験をまちづくりに

生かし、世代を越えてだれもが安心して生きられ

る社会をつくるための取り組みと、社会の重要な

一員として各種の活動への参加ができるような条

件整備が必要です。 

 

（６）女性をめぐる問題 

本市では、平成９(1997)年に庁内組織としての

「藤井寺市女性政策推進本部」（現、人権行政推進

本部）を設置し、女性問題の解決にむけた総合的

かつ具体的な取り組みをスタートさせ、平成１３

(2001)年には、行政や市民が取り組むべき目標や

課題を示す「ふじいでら女性プラン」を策定しま

した。 

市民啓発においては、広く市民を対象とした講

演会を開催するほか、啓発資料の作成や各種メデ

Ⅲ 人権行政推進プラン 

 



 10 

ィアを活用した啓発に努めています。 

しかし、依然として人々の意識や行動、社会シ

ステムや慣行の中には女性に対する差別や偏見、

固定的な性別役割分担意識が根強く残り、女性の

主体的な生き方を阻んでいる状況があります。ま

た、夫・恋人等からの女性に対する暴力や、セク

シャルハラスメントなど、個人の尊厳を脅かすだ

けではなく、一度起こると回復の困難な重大な結

果を招く恐れがある問題も起こっています。さら

には、結婚や離婚、未婚に対する固定的な価値観

や先入観から、母子家庭への偏見や差別も見られ

ます。 

これらの問題を解決するためには、女性の労働

環境の改善や子育ての支援など、身近なところか

ら女性をとりまく諸条件を整備していくことが必

要です。また、社会生活上の性別役割分担意識を

なくし、ジェンダー（社会的・文化的につくられ

た性差）に敏感な視点から社会通念や社会慣習を

見直していくことが求められます。 

 

（７）プライバシーをめぐる問題 

高度情報化社会の進展により、個人情報が無断

で収集・利用されたり、誤った情報が流されるこ

とによって、個人が不利益を被ったり、プライバ

シーが侵害される危険性が増大しています。 

そのため、本市では平成１１(1999)年に「個人

情報保護条例」を制定し、本市の機関が保有する

個人情報の開示・訂正等を請求する権利を市民に

保障し、個人情報の適正な取扱に関し、必要な事

項を定めています。 

また大阪府の「大阪府部落差別事象に係る調査

等の規制等に関する条例」についても、その精神

を広く市民に訴え、差別につながるおそれのある

身元調査をなくすための啓発を行っています。特

に、就職時の差別をなくすため藤井寺市企業人権

協議会とともに、公正な採用選考への取り組みを

積極的に展開しています。 

市職員はもとより、市民ひとりひとりが個人情

報保護の重要性を認識し、お互いのプライバシー

が尊重されるよう、さらに積極的に啓発を進める

必要があります。 

 

（８）さまざまな人権問題 

これらの問題の他にも、HIV 感染者、ハンセン

病患者・元患者、刑を終えて出所した人、婚外子、

アイヌ民族、性的マイノリティ、野宿生活者など

の人権が十分に守られていない状況があります。 

医学的に見て不正確な知識や思い込みなどによ

る過度の危機意識の結果、感染症患者に対する偏

見や差別が生じ、就職や賃貸住宅への入居に際し、

あるいは、医療機関、施設において様々な人権侵

害が見られます。 
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また、インターネット上では同和地区住民・外

国人に対する差別表現の流布や、匿名性を利用し

た特定個人の誹謗中傷など人権侵害に関わる問題

が発生するほか、氾濫する情報が子どもの犯罪に

結びつくといった新たな問題も発生しています。 

これらの問題についても、それぞれの正しい知

識と理解が何よりも重要です。時代の流れにとも

なう社会変化を敏感に受け止め、人権侵害につな

がる事象かどうか見極めていく感性を養うための

啓発を展開していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施策の方向 
 

（１）人権教育・啓発の推進 

 本市では平成１２(2000)年に「人権教育のため

の国連１０年藤井寺市行動計画」を策定し、「あら

ゆる人々が人権教育を通じて、人権尊重の精神を

当然のこととして身につけ、日常生活の中で実践

し、人権という文化を築いていく」ことを基本理

念として人権教育・啓発に取り組んできましたが、

平成１７(2005)年には人権教育・啓発のための行

動計画として改訂し、これに基づいて体系的・効

果的な施策を推進していきます。 

人権問題の解決には、差別につながる固定観念

や偏見を払拭し、多様な価値観を持つ人々が互い

に違いを認め合い、ともに生きていく人間関係を

作っていくことが必要なことから、日常生活での

さまざまな出来事を通して人権尊重の取り組みを

実践していけるよう、家庭、地域、学校、職場な

どあらゆる場や機会をとらえて人権教育を推進し

ていきます。 

 また、すべての人々に、人権教育を受ける権利

を保障し、体系的に学習できるカリキュラムや教

材等の開発を進めていきます。 
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（２）人権擁護システムの確立 

 「藤井寺市人権を守るまちづくり条例」がめざ

す「心豊かで、ひとりひとりが大切にされるまち」

を実現させるためには、人権教育・啓発を進めて

いくだけでは不十分であり、何よりも具体的な人

権侵害に対する解決に向けたシステムを構築して

いく必要があります。人権を侵害されやすい状況

にある人々のための身近な相談の場が、それぞれ

の立場に配慮して多く用意されるとともに、それ

らが有機的に連携し、市民の人権を擁護するシス

テムとして機能することが重要です。そのことか

ら、地域での人権問題を担う人権擁護委員の相談

のほか、行政の各部署において行っている人権、

女性、子ども、福祉、教育などの分野ごとの相談

窓口が互いに連携するとともに、相談事例を市政

に反映させる仕組みを整備します。 

 また、現在市で行っている人権ケースワーク事

業（人権悩みの相談室）が、必要な専門 担当セ

クションへの『つなぎ』の役割を果たすとともに、

チームアプローチで課題解決ができる総合的な窓

口として充実させます。 

さらに、あらゆる相談には人権尊重の視点で対

応することが必要であり、相談員や担当職員の資

質の向上に向けた人権研修などの取り組みを行い

ます。 

 

（３）市民活動とのネットワークの構築 

いまや市行政全般の推進には市民の参画は必要

不可欠です。人権施策についても同様で、様々な

問題に対応していくには行政の行う施策だけでは

不十分であり、市民との協働で「人権を守るまち

づくり」を進めていくことが大切です。そのこと

から、市民やＮＰＯ、企業などの多様な参画を通

じて、民間と行政との適切な役割分担を確立し、

行政とのパートナーシップを構築していきます。

特に、近年の複雑な人権問題や新たな人権課題へ

の対応は人権に関してのノウハウを有する当事者

が参加した市民団体の専門性・機動性・弾力性を

生かしてこそ、効率的・効果的に推進していくこ

とができることから、人権関係の市民団体との連

携を深め、その活動に対して支援をしていくとと

もに、自主性と主体性を尊重したパートナーシッ

プを構築していきます。 

また、人権行政を効果的に推進するためには、

さまざまな問題の実態や市民の人権意識や学習意

欲を知ることが不可欠であり、さまざまな機会を

とらえて、これまでの事業効果の測定や市民意識

やニーズを定期的に調査していきます。 
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３．主な取り組み 
 

（１）教育・啓発 

①生涯学習における人権教育 

生涯学習においては、現在行っている公民館事

業などその他さまざまな事業が人権確立の視点か

ら進めるとともに、生涯にわたる継続的で体系的

な人権教育のあり方についても検討を進めていき

ます。その際、講義やフィールドワーク、ワーク

ショップなど多様な方法を用い、学習者個々のラ

イフスタイルや関心にあった学習方法の開発に努

め、情操や感性に訴えて日常生活に生かされるよ

うな深まりのある学習にすることに努めます。 

また、関係団体に対しては人権に関する学習活

動の援助を行うなど、幅広い年齢層に対して学習

活動への参加を促していきます。 

 

②学校園における人権教育 

学校教育においては子ども自身を権利の主体と

して尊重し、引き続き子どもの発達段階に応じた

人権教育を推進していきます。そのためには、こ

れまでの同和教育や障害児教育、男女平等教育な

どの人権教育の成果を検証し、それらを豊かな人

間性が育まれる教育として発展させていく必要が

あり、具体的には体験をとおしてひとりひとりの

違いを認めあい、人間としての感性を高め、人権

について具体的に学ぶことの出来る指導内容や教

材の開発に努めます。また従来の人権問題に付け

加えて新たな人権問題にも子どもたちが主体的に

学べるようカリキュラムを充実させます。 

 

③職場における人権教育 

事業所においては、公正採用選考人権啓発推進

員をリーダーとして人権が尊重される職場づくり

を進めていくため、藤井寺市企業人権協議会の機

能をさらに強化し、事業所における人権学習の支

援や、人権教育教材などの提供を積極的に行って

いく必要があります。 

 

④地域や家庭における人権教育 

人権文化を生活の場から形成していくためには、

地域における人権教育・人権啓発が重要であるこ

とから、小地域の人権ネットワークを作って地域

に根ざした活動を展開していきます。そのために

は、地域と一体となった人権教育の推進役となる

べき市民団体の活動や、市民の学習活動のリーダ

ーとして活躍する指導者の役割が重要であること

から、人権に関する専門的な知識や技能をもつ人

たちが活躍できるよう、人材の養成と活用に努め

ます。また、現代社会において失われつつある家

庭や地域の絆を取り戻していくための人権教育を

Ⅲ 人権行政推進プラン 

 



 14 

具体化させていくことも重要であり、そのための

教育・啓発のプログラム形成に市民参画を促して

いきます。 

さらには、国内外の人権に関する動向や、人権

教育についての情報が適切に提供されるよう情報

収集・提供機能の充実を図るとともに、本市の人

権行政に関する条例や基本方針・基本計画などの

周知徹底を図り、各種団体の取り組みにこれらの

趣旨が反映されるよう働きかけます。 

 

⑤職員に対する人権教育 

市職員の人権研修は人権問題を知識理解にとど

めず、差別の現実や体験などに深く学び、差別を

なくす意欲・実践力をより高めていく人権研修と

して実施していきます。その際、職務との関係と

理解を深め、市施策の提案・実施につなげていく

ことができるよう努めます。また、非常勤職員や

関係団体・事務組合等の職員に対してもこれらの

研修を保障していきます。 

 

（２）人権擁護システム 

①相談窓口の整備 

人権侵害をはじめ、さまざまな問題が生じた場

合に、一人で悩むのではなく、解決のための方法

を本人が主体的に選択でき、事案に応じたきめ細

かな対応ができる相談窓口として、現在行ってい

る人権擁護委員による人権相談や人権ケースワー

ク事業（人権悩みの相談室）の充実に努めます。 

また人権相談には、複数の要因が複雑に絡み合

っているケースが多いため、相談窓口でこれらの

要因を解きほぐし、心理的な援助や施策の組み合

わせによる援助など、きめ細かい対応が必要です。

そのことから、相談に携わる人材の育成のため、

さまざまな研修を行うとともに、応接や面接に関

する技法の習得を進め、専門性を高める取り組み

を進めます。 

 

②ネットワーク体制の整備 

 人権相談の内容は多種多様であり、ひとつの相

談機関において対応することが困難なケースも多

いことから、ＮＰＯとの協働・連携を強め、その

他さまざまな相談機関とのネットワーク体制の整

備を図ります。併せて迅速かつ適切な助言や人権

擁護に関するさまざまな情報提供が行えるような、

総合的な人権相談システムの構築を図ります。 

 

③人権侵害の実態把握 

 人権相談事例を集約することにより人権侵害や

人権問題に関する実態及び課題を把握し、今後の

人権施策の効果的な推進に役立てます。また、相

談に関するノウハウを蓄積し、より効果的・総合

的な相談業務の実施へとつなげていきます。 
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（３）市民活動とのネットワーク 

①ネットワークの形成 

 これまで市民啓発や企業啓発を担っていた人

権啓発推進協議会と企業人権協議会が平成１７

(2005)年に「(仮)人権のまちづくり協会」とし

て統合・改組され機能充実が図られることから、

今後においても同協会との連携を深め、人権行

政推進のための役割分担を明確にしながら、そ

の活動を支援していきます。 

また、女性問題研究グループ「みらい」をは

じめとする市民グループの育成や、ボランティ

ア団体などとのネットワークづくりも視野に入

れた取り組みを進めていきます。 

 

②市民ニーズの反映 

 人権問題の解決に向けて効果的な施策を進め

るため、これまでの事業効果や課題を的確に把

握し、その状況に応じた取り組みを行います。

また、市民ニーズや人権意識の現状を探るため、

あらゆる機会をとらえて定期的に調査を実施す

るとともに、人権問題に直接関わる関係団体等

との意見交換などを通じて、その実態把握に努

めます。 

 

 

 

 

４．推進体制 
 

本市の「人権を守るまちづくり条例」の理念を生

かし、人権尊重の社会を形成していくためには、あ

らゆる行政施策を推進するにあたって、全ての部署

が「人権を守るまちづくり」を担当しているという

意識を持つことが必要です。そのためには、庁内組

織である藤井寺市人権行政推進本部を中心として人

権行政を総合的に進めることのできる機構を確立す

るとともに、本部長である市長を先頭に全職員が、

人権の視点から施策の企画、調整、点検などを行い、

それぞれの分野における施策の推進に取り組んでい

きます。 

また、施策の検討や推進にあたっては、現状の的

確な把握と市民意見の把握は欠くことができないこ

とから、あらゆる機会を通して市民の意見を収集す

るよう努めるとともに、市民ニーズに応えた窓口を

整備・充実させ、それらが互いに連携できるような

体制づくりを図ります。 

Ⅲ 人権行政推進プラン 

 


